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○
内
閣
府
告
示
第
百
二
十
一
号

重
要
施
設
周
辺
及
び
国
境
離
島
等
に
お
け
る
土
地
等
の
利
用
状
況
の
調
査
及
び
利
用
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年

法
律
第
八
十
四
号
）
第
五
条
第
一
項
及
び
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
注
視
区
域
及
び
特
別
注
視
区
域
を
次
の
と
お

り
指
定
し
、
令
和
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

一

注
視
区
域

次
の
表
に
掲
げ
る
区
域
の
う
ち
内
閣
府
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
図
面
に
示
す
部
分

番
号

名
称

区
域

一

牧
の
内
訓
練
場

北
海
道
根
室
市

二

根
室
分
屯
基
地

北
海
道
根
室
市

三

イ
ソ
モ
シ
リ
島
・
ハ
ボ
マ
イ
モ
シ
リ
島

北
海
道
根
室
市

四

松
前
警
備
所

北
海
道
松
前
郡
松
前
町
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五

大
島

北
海
道
松
前
郡
松
前
町

六

ゴ
メ
島

北
海
道
枝
幸
郡
枝
幸
町

七

大
黒
島

北
海
道
厚
岸
郡
厚
岸
町

八

弁
天
島

青
森
県
下
北
郡
大
間
町

九

八
丈
島
（
一
）

東
京
都
八
丈
町

十

八
丈
島
（
二
）

東
京
都
八
丈
町

十
一

八
丈
島
（
三
）

東
京
都
八
丈
町

十
二

八
丈
島
（
四
）

東
京
都
八
丈
町

十
三

八
丈
島
（
五
）

東
京
都
八
丈
町

十
四

八
丈
島
（
六
）

東
京
都
八
丈
町

十
五

小
島

東
京
都
八
丈
町

十
六

鳥
島

東
京
都

十
七

出
雲
駐
屯
地

島
根
県
出
雲
市
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十
八

ま
し
ま

島
根
県
出
雲
市

十
九

マ
島

島
根
県
出
雲
市

二
十

や
り
島

島
根
県
出
雲
市

二
十
一

オ
ノ
カ
メ

島
根
県
出
雲
市

二
十
二

艫
島

島
根
県
出
雲
市

二
十
三

島
後
（
一
）

島
根
県
隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町

二
十
四

島
後
（
二
）

島
根
県
隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町

二
十
五

島
後
（
三
）

島
根
県
隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町

二
十
六

黒
島

島
根
県
隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町

二
十
七

沖
ノ
島

島
根
県
隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町

二
十
八

カ
ビ
島

島
根
県
隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町

二
十
九

黒
島

島
根
県
隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町

三
十

隠
岐
海
上
保
安
署

島
根
県
隠
岐
郡
隠
岐
の
島
町
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三
十
一

対
馬
駐
屯
地
、
対
馬
海
上
保
安
部

長
崎
県
対
馬
市

三
十
二

上
対
馬
警
備
所
、
海
栗
島
分
屯
基
地
、
高
麗
山
無
線
中
継
所

長
崎
県
対
馬
市

三
十
三

城
岳
無
線
中
継
所

長
崎
県
対
馬
市

三
十
四

対
馬
防
備
隊

長
崎
県
対
馬
市

三
十
五

権
現
山
無
線
中
継
所

長
崎
県
対
馬
市

三
十
六

下
対
馬
警
備
所
、
対
馬
（
四
）

長
崎
県
対
馬
市

三
十
七

豆
酘
崎
無
線
中
継
所

長
崎
県
対
馬
市

三
十
八

対
馬
（
一
）

長
崎
県
対
馬
市

三
十
九

対
馬
（
二
）

長
崎
県
対
馬
市

四
十

対
馬
（
三
）

長
崎
県
対
馬
市

四
十
一

対
馬
（
五
）

長
崎
県
対
馬
市

四
十
二

対
馬
（
六
）

長
崎
県
対
馬
市

四
十
三

対
馬
（
七
）

長
崎
県
対
馬
市
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四
十
四

対
馬
（
八
）

長
崎
県
対
馬
市

四
十
五

対
馬
（
九
）

長
崎
県
対
馬
市

四
十
六

黒
島

長
崎
県
対
馬
市

四
十
七

内
院
島

長
崎
県
対
馬
市

四
十
八

比
田
勝
海
上
保
安
署

長
崎
県
対
馬
市

四
十
九

対
馬
海
上
保
安
部

長
崎
県
対
馬
市

五
十

福
江
島
分
屯
基
地

長
崎
県
五
島
市

五
十
一

福
江
島
着
陸
場

長
崎
県
五
島
市

五
十
二

福
江
島
（
一
）

長
崎
県
五
島
市

五
十
三

福
江
島
（
二
）

長
崎
県
五
島
市

五
十
四

福
江
島
（
三
）

長
崎
県
五
島
市

五
十
五

黄
島

長
崎
県
五
島
市

五
十
六

嵯
峨
ノ
島

長
崎
県
五
島
市
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五
十
七

男
島

長
崎
県
五
島
市

五
十
八

五
島
海
上
保
安
署

長
崎
県
五
島
市

二

特
別
注
視
区
域

前
号
の
表
の
番
号
二
か
ら
八
ま
で
、
十
五
、
十
六
、
十
八
か
ら
二
十
二
ま
で
、
二
十
六
か
ら
二
十
九
ま
で
、
三
十
一
か
ら

三
十
七
ま
で
、
四
十
六
、
四
十
七
、
五
十
及
び
五
十
七
の
項
に
掲
げ
る
区
域
の
う
ち
内
閣
府
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

図
面
に
示
す
部
分

備
考

右
に
掲
げ
る
区
域
の
行
政
区
画
に
変
更
が
あ
っ
て
も
、
注
視
区
域
及
び
特
別
注
視
区
域
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


